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 佐賀県選挙管理委員会告示第 29号 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 161 条第１項第３号の規定により、

公職の候補者（衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同

時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のも

のを除く。）、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等が個人演説会、政党

演説会又は政党等演説会を開催することができる施設として指定した次の施設

について、その施設を廃止した旨、佐賀市選挙管理委員会から報告があった。 

  平成 26年８月５日 

      佐賀県選挙管理委員会委員長  大  川  正 二 郎    

施設の名称 施設の所在地 

久保田農村高齢者交流施設和室 佐賀市久保田町大字新田 3323 番地 

県営中折団地集会室 佐賀市天祐団地 

県営城北団地集会室 佐賀市高木瀬東六丁目６番 

県営城西団地集会室 佐賀市光二丁目８番 

県営高木瀬団地集会室 佐賀市高木瀬団地 

県営高木団地集会室 佐賀市若宮三丁目４番 

県営新栄団地集会室 佐賀市新栄東四丁目７番 

市営江頭団地集会所 佐賀市鍋島町大字森田 841番地 

市営兵庫団地集会所 佐賀市兵庫町大字渕 2876 番地 

市営植木団地集会所 佐賀市鍋島町大字蛎久１番地 

市営常磐団地集会所 佐賀市神園四丁目５番 

市営西佐賀団地集会所 佐賀市鍋島町大字八戸溝 1238 番地１ 

市営鍋島西団地集会所 佐賀市鍋島二丁目 11番 

市営正里団地集会所 佐賀市本庄町大字本庄 1038 番地 

市営西与賀団地集会所 佐賀市光三丁目 14番 

市営袋団地集会所 佐賀市本庄町大字袋 409番地２ 

市営楊柳団地集会所 佐賀市兵庫南三丁目９番 

市営千々岩団地集会所 佐賀市新郷本町 27番 

 


